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相談日カレンダー（1月10日～） 相談日カレンダー（1月10日～） 
弁護士相談　　　　　※受付　12時～15時 
  1月14日e　13時～　新宮ふれあい福祉会館 
  1月19日c　13時～　揖保川総合支所（3階相談室） 
  1月28日e　13時～　御津やすらぎ福祉会館 
  2月  3日d　13時～　はつらつセンター 
公証人相談　　　　　※受付　12時～15時 
  1月20日d　13時～　はつらつセンター 
　社会福祉協議会　龍野支部　 163・5106 

新宮支部 　175・5084 
揖保川支部 172・7294 
御津支部 　1322・2920
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※受付状況により 
人数制限あり 

記事末尾に記載された担当課のダイヤルイン 
（直通番号）もしくは、下記の代表番号まで。 

たつの市役所（本庁）…10791・64・3131（代表） 
新宮総合支所　 　 …10791・75・0251（代表） 
揖保川総合支所　  …10791・72・2525（代表） 
御津総合支所　 　 …1079・322・1001（代表） 

市役所（総合支所）へのお問い合わせは 市役所（総合支所）へのお問い合わせは 市役所（総合支所）へのお問い合わせは 
12月の人口異動（前月末比） 
総人口（人）　81,742（－17） 

　男　（人）　39,521（＋6） 

　女　（人）　42,221（－23） 

世帯数（戸）　28,868（＋8） 

（平成21年12月21日現在） 
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◎と　き　月～金　8時30分～17時15分 
◎ところ　なんでも相談課 164・3250 

新宮総合支所地域振興課 175・0251 
揖保川総合支所地域振興課 172・2525 
御津総合支所地域振興課 1322・1001 

週末消費生活相談ダイヤル　10120･511･103 
◎と　き　土・日　10時～16時 
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◎と　き　月～金　9時～17時 
◎ところ　学校教育課 
　学校教育課　172・6493

定例相談 
  1月12日c　9時30分～12時　本庁（2階相談室） 
  1月19日c　13時～15時　揖保川総合支所（1階相談室） 
  2月  4日e　13時～15時　新宮総合支所ロビー 
  2月  9日c　9時30分～12時　本庁（2階相談室） 
  2月16日c　13時～15時　揖保川総合支所（1階相談室） 
  2月16日c　13時～15時　御津総合支所（2階相談室） 
　なんでも相談課 164・3250 
新宮総合支所 地域振興課 175・0251 
揖保川総合支所 地域振興課 172・2525 
御津総合支所 地域振興課 1322・1001
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  1月20日d　13時～15時 
新宮総合支所しんぐうホール 
揖保川総合支所2階会議室 
  2月17日d　13時～15時 
たつの市役所本庁2階相談室 
御津公民館1階会議室 

（お住まいの地域に関わらず、どの会場でも御相談 
いただけます。） 
　人権推進課　164・3151
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弁護士相談 
  1月12日c　13時～15時　本庁（2階相談室） 
  2月  9日c　13時～15時　本庁（2階相談室） 
  3月  9日c　13時～15時　本庁（2階相談室） 
※電話予約制　予約がない場合は実施されません。 
　なんでも相談課　164・3250

  1月21日e 10時～ 新宮総合支所 
 13時30分～ 御津総合支所 
  1月22日f 10時～ 揖保川総合支所 
 13時30分～ 本庁 
定例会は１月25日b10時からです。 
　農業委員会事務局　164・3185
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◎と　き　月～金　9時～17時 
◎ところ　児童福祉課家庭児童相談室 
※相談対象者は18歳未満です。 
　児童福祉課　164・3220 
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◎と　き　月～金　9時～17時 
◎ところ　児童福祉課いじめ対策係 
※相談対象者は18歳未満です。 
　児童福祉課　164・3220 


